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3710010 上ノ浜 ｶﾐﾉﾊﾏ 1 廿日市市 廿日市市
大　　　野
大  野  町
浜  毛  保

○ S27.6.23 H17.10.26

3710020 梅原 ｳﾒﾊﾗ 1 廿日市市 廿日市市
大　　　野
大  野  町
浜  毛  保

○ S27.10.21 H17.10.26

3710030 丸石 ﾏﾙｲｼ 1 廿日市市 廿日市市
大　　　野
大  野  町

○ S27.10.21 H17.10.26

3710035 五日市 ｲﾂｶｲﾁ 1 広島市 広島県 広　島　市 ○ ◎ ○ S27.6.23 H9.12.18

3710040 世上 ｾｼﾞｮｳ 1 江田島市 江田島市 江　田　島 ○ S27.6.23 半島

3710050 大屋 ｵｵﾔ 1 呉市 呉市 吉　　　浦 ○ S27.6.23 H6.10.13

3710060 情島 ﾅｻｹｼﾞﾏ 1 呉市(情島) 呉市 阿　　　賀 S33.6.5 離島

3710070 田原 ﾀﾊﾗ 1 呉市 呉市 田　　　原 S27.6.23 H17.3.18 半島

3710080 長谷 ﾅｶﾞﾀﾆ 1 呉市 呉市 倉　橋　島 ○ S29.10.30 H17.3.18 半島

3710090 大地蔵 ｵｵｼﾞｿﾞｳ 1 呉市 呉市 下蒲刈町 ○ S27.6.23 H16.3.29

3710100 原 ﾊﾗ 1 呉市 呉市 蒲　刈　町 ○ ○ S37.10.2 H17.3.18

3710105 竹原 ﾀｹﾊﾗ 1 竹原市 竹原市 芸　　　南 2 ○ ◎ S26.8.21 H29.3.30

3710120 大芝北 ｵｵｼﾊﾞｷﾀ 1 東広島市 東広島市 安  芸  津 ○ S29.10.30 H17.1.28

3710130 大芝南 ｵｵｼﾊﾞﾐﾅﾐ 1 東広島市 東広島市 早  田  原 ○ S29.10.30 H17.1.28

3710140 能地 ﾉｳﾁﾞ 1 三原市 三原市 三　原　市 ○ S26.8.21 S49.4.30

3710150 須波 ｽﾅﾐ 1 三原市 三原市 三　原　市 S29.10.30

3710160 西浦 ﾆｼｳﾗ 1 尾道市 尾道市 因　島　市 ○ S27.10.21 H17.12.20

3710170 鏡浦 ｶｶﾞﾐｳﾗ 1 尾道市 尾道市 因　島　市 ○ S29.10.30 H17.12.20

3710180 大町 ｵｵﾏﾁ 1 尾道市 尾道市 尾道東部 S29.10.30

3710190 干汐 ﾋｼｵ 1 尾道市 尾道市 向　島　町 ○ S27.10.21

3710200 立花 ﾀﾁﾊﾞﾅ 1 尾道市 尾道市 向　島　町 ○ S29.10.30

3710210 串浜 ｸｼﾊﾏ 1 尾道市 尾道市 浦　　　島 ○ ◎ S27.10.21

3710220 海老 ｴﾋﾞ 1 尾道市 尾道市 浦　　　島 ○ S27.10.21 S49.4.30

3710230 泊 ﾄﾏﾘ 1 尾道市(百島) 尾道市 浦　　　島 ○ S27.10.21 S49.4.30 離島

3710250 福山 ﾌｸﾔﾏ 1 福山市 福山市 田尻あんずの里 2 ○ ◎ ○ S27.6.23 H29.11.6

3720010 阿多田 ｱﾀﾀ 2
大竹市
(阿多田島・猪子島)

大竹市 阿多田島 ○ S26.8.21 S57.9.22 離島

3720020 玖波 ｸﾊﾞ 2 大竹市 大竹市 く　　　　ば ○ S27.12.29 S49.4.30

3720030 塩屋 ｼｵﾔ 2 廿日市市 広島県
大　　　野
大  野  町

○ S27.6.23 H17.10.27

3720040 地御前 ｼﾞｺﾞｾﾞﾝ 2 廿日市市 広島県 地　御　前 ○ S27.10.21 S49.4.30

3720060 美能 ﾐﾉｳ 2 江田島市 江田島市 美　　　能 2 ○ S37.3.30 H16.11.1 半島

3720070 畑 ﾊﾀ 2 江田島市 江田島市 沖 2 ○ S27.10.21 H16.11.1 半島

3720080 深江 ﾌｶｴ 2 江田島市 江田島市 深　　　江 ○ S27.6.23 H16.11.1 半島

3720090 柿浦 ｶｷｳﾗ 2 江田島市 江田島市 大　柿　町 ○ S26.8.21 H16.11.1 半島

3720100 音戸 ｵﾝﾄﾞ 2 呉市 広島県 音　　　戸 2 ○ S26.8.21 H17.3.17 半島

3720110 倉橋 ｸﾗﾊｼ 2 呉市 広島県
倉  橋  島
倉橋西部

○ ○ S28.6.27 H17.3.17 半島

3720120 安浦 ﾔｽｳﾗ 2 呉市 広島県 安　　　浦 ○ S27.6.23 H17.3.17

3720140 沖浦 ｵｷｳﾗ 2
豊田郡大崎上島町
(大崎上島)

広島県 大崎上島 ○ ○ S26.8.21 H16.4.1 離島

3720150 豊島 ﾄﾖｼﾏ 2
呉市（大崎下島・豊
島・斎島・尾久比島）

広島県 呉　豊　島 ○ S27.7.29 H17.3.17

3720160 吉和 ﾖｼﾜ 2 尾道市 広島県 吉　　　和 ○ ◎ S26.8.21 S49.4.30

3720170 平 ﾋﾗ 2 福山市 広島県 鞆　の　浦 ○ ◎ S27.7.29 S49.4.30

3720180 走 ﾊｼﾘ 2 福山市(走島) 広島県 走　　　島 3 ○ S26.8.21 H6.8.16 離島

3720190 横田 ﾖｺﾀ 2 福山市 広島県 横　　　島 ○ S26.8.21 H16.4.1

3720200 箱崎 ﾊｺｻﾞｷ 2 福山市 広島県 田　　　島 2 ○ ○ S27.6.23 H16.4.1

3730010 草津 ｸｻﾂ 3 広島市 広島県
井      口
広  島  市

○ ◎ S27.12.29 H18.3.20

（注）

１．分区欄は、分区の指定がある漁港について本港を含めた当該漁港全体の分区数を表す。
２．海岸保全区域欄は、「○」は海岸保全区域指定済漁港、「◎」は海岸保全区域指定済漁港中、海岸法第５条第４項の漁港区域に接する海岸保全区域指定済漁港を表す。
３．港則法適用欄は、「○」が港則法適用漁港、「◎」は関税法上の開港を表す。
４．ビジター（一時利用をいう。）受入欄は、ビジター艇の受入を行っている漁港を「○」で表す。
５．指定年月日の欄は、一番最初に指定された告示年月日、区域変更年月日の欄は、現在の漁港の区域となった告示年月日を表す。
６．離島・半島欄の「離島」は離島振興法（昭和28年法律第72号）に基づく離島振興対策実施地域、「半島」は半島振興法（昭和60年法律第63号）に基づく半島振興対策実施
地域、「奄美」は奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189号）に基づく奄美群島に所在する漁港を表す。
７．有人国境離島欄の「国境離島」又は「特定国境離島」は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法（平成28年法
律第33号）に基づく有人国境離島地域又は特定有人国境離島地域を構成する離島に存在する漁港を表す。
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